
第３部第５章 水際対策（準備期） 

75 
 

第５章 水際対策 

基本理念と目標 

 海外で新型インフルエンザ等が発生した場合は、病原体の国内の侵入を完全に防ぐことは困難

であることを前提としつつ、新型インフルエンザ等の特徴や海外における感染拡大の状況、国の

対応方針等の情報収集を行い関係機関に適時適切に共有する。 

 また、検疫からの受入要請があった場合等、県内滞在予定の入国者に対する健康監視等の水際

対策88に協力するとともに、医療提供体制の確保等が速やかに実施できるよう、準備を行う。 

 検疫措置の強化や入国制限等の水際対策の決定に当たっては、国は、感染症の特徴や病原体の

性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）その他の状況を踏まえ、患者等の人権への配慮や、対策

の有効性、実行可能性及び対策そのものが国民生活及び社会経済活動に与える影響を総合的に勘

案し、各種施策を実施する。県は、国の方針に基づき、必要な対応を行う。 

第１節 準備期 

（１）目的 

 国は、平時から水際対策に係る体制整備や研修及び訓練を行うとともに、水際対策の実施に

必要な物資及び施設の確保やシステムの整備を行うことにより、海外で新型インフルエンザ等

が発生した場合に円滑かつ迅速な水際対策を講ずる。 

 また、県は、国が実施する水際対策に係る体制整備や研究及び訓練について協力するととも

に、国や検疫所から協力を求められた場合に対応できるよう準備する。 

 

（２）所要の対応 

1-1. 水際対策の実施に関する体制の整備【健康福祉部、知事戦略部、総務部、地域創生部、

産業経済部、病院局】 

① 県は、国の実施する水際対策に関する研修や訓練等に必要に応じて協力する。 

② 国は、帰国者等による質問票89の入力、帰国者等の健康監視90等や都道府県等への情報

共有等を円滑に行う上で必要なシステムを整備し、随時更新する。 

③ 県は、平時から、国内外の最新の水際対策について、情報収集等を行う。 

④ 県は、検疫法に基づく隔離91、停留92や施設待機となった者が円滑に入院等を行うこと

ができるよう、国と連携体制を構築する。 

 
88 水際対策は、あくまでも国内への病原体の侵入をできる限り遅らせる効果を期待して行われるものであり、病原体の

国内侵入を完全に防ぐための対策ではない。   
89 検疫法第 12 条 
90 検疫法第 18 条第４項 
91 検疫法第 14 条第１項第１号及び第 15 条第１項 
92 検疫法第 14 条第１項第２号及び第 16 条第２項 
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⑤ 県は、新型インフルエンザ等に対する検疫所におけるＰＣＲ検査等の検査の実施体制を

整備するに当たり、国から、衛生環境研究所等にＰＣＲ検査等に関する協定締結等の依頼

があった場合は、積極的に協力する。 

⑥ 県は、国又は検疫所から帰国者等の健康監視等について要請があった場合に、情報共有

等が円滑に行われるよう、国と連携して体制を整備する。 

 

1-2. 県内在住外国人等への情報提供・共有に関する体制の整備【健康福祉部、戦略企画部、

地域創生部、産業経済部】 

① 県は、県内在住外国人等に対し、国から提供された情報を分かりやすく共有し、注意喚

起を行う体制を構築する。 

② 県は、平時から、市町村と連携し、県内在住外国人等のコミュニティーの把握に努める

とともに、効果的な情報提供・共有の媒体や方法を検討する。  
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第２節 初動期 

（１）目的 

 国は、病原体の国内侵入を完全に防ぐことは困難であるということを前提としつつ、新型イ

ンフルエンザ等の特徴や海外における感染拡大の状況等を踏まえ、迅速に水際対策の内容を検

討し、実施することにより、国内への新型インフルエンザ等の病原体の侵入や感染拡大のスピ

ードをできる限り遅らせ、国内の医療提供体制の確保等の感染症危機への対策に対する準備を

行う時間を確保する。 

 なお、発生当初等の感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）に関す

る情報が限られている場合には、過去の知見等も踏まえ、病原性、感染性等が高い場合のリス

クを想定し、強力な水際対策を実施する必要があるが、常に新しい情報を収集し93、対策の必

要性を評価し、更なる情報が得られ次第、適切な対策へと切り替える。また、状況の進展に応

じて、水際対策の見直しを行う。 

 県においては、国が行う水際対策により、所要の対応の要請がある場合には協力を行う。ま

た、入出国を予定している県民等に対し、適切な情報提供・共有や注意喚起を行う。 

 

（２）所要の対応 

2-1. 新型インフルエンザ等の発生初期の対応【健康福祉部、知事戦略部、地域創生部、産業

経済部】 

① 県等は、国による検疫措置の強化に伴い、必要に応じて国から新型インフルエンザ等に

対するＰＣＲ検査等の検査を実施するための技術的支援を受け、検査体制を整備する。 

② 県等は、帰国者の質問票等により得られた情報について、準備期にあらかじめ定められ

たところに従い、国から提供を受ける。 

③ 県等は、国と連携しながら、居宅等待機者等に対して健康監視を実施する94。その際、

県等は、当該病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）や潜伏期間等ついて限られ

た知見しか把握していない場合は、健康監視期間経過後も体調の変化に留意し、症例定義

に該当する症状が発症した場合は、速やかに相談センターに相談するよう、居宅等待機者

等に周知を行う。 

④ 県は、国や市町村と連携し、県内在住外国人等に対し、収集した情報を分かりやすく提

供・共有し、注意喚起を行う。 

 

2-2. 密入国者対策【健康福祉部、知事戦略部、地域創生部、産業経済部、群馬県警察】 

 
93 検疫において実施する陽性者への診察や健康監視等によって得られる、陽性者の感染症発症時期や症状の推移等に関

する情報も、当該感染症の知見を得る上で重要である。 
94 感染症法第 15 条の３第１項 
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 保健所等は、国からの情報に基づき、管轄地域において、発生国・地域からの密入国者で

感染者又は感染したおそれのある者がいることを把握した場合は、県及び群馬県警察等と連

携し、国の対応に協力する。 
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第３節 対応期 

（１）目的 

 国は新たな病原体（変異株を含む。）の侵入や感染拡大のスピードをできる限り遅らせ、感

染拡大に対する準備を行う時間を確保するとともに、新型インフルエンザ等の特徴や国内外に

おける感染拡大の状況等を踏まえ、国民生活及び社会経済活動に与える影響等も考慮しなが

ら、時宜に応じ水際対策の強化又は緩和の方針を勘案し、適切かつ柔軟に水際対策の強化又は

緩和を検討し、実施する。 

 県においては、国が行う水際対策により、所要の対応の要請がある場合には協力を行う。ま

た、入出国を予定している県民等に対し、適切な情報提供・共有や注意喚起を行う。 

 

（２）所要の対応 

3-1. 封じ込めを念頭に対応する時期【健康福祉部、知事戦略部、地域創生部、産業経済部】 

 県は、状況の変化を踏まえ、第２節（初動期）までの対応を継続する。 

 その際、県等の体制等を勘案して、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため必要が

あると判断したときは、感染症法上の規定に基づき、国に対し、県等に代わって第２節（初

動期）の健康監視を実施することを要請する。 

 

3-2. 病原体の性状に応じて対応する時期【健康福祉部、知事戦略部、地域創生部、産業経済

部】 

 国は、第２節（初動期）までの対応を継続しつつ、リスク評価の結果に基づき、国内外の

感染状況、国内の医療提供体制の状況、対策の効果や国民生活及び社会経済活動に与える影

響等を踏まえつつ、水際対策を実施することから、県は国の対応方針について情報収集し、

関係機関と共有するとともに、県民等に分かりやすく周知する。 

 また、当該感染症の新たな変異株が海外で発生した場合には、当該病原体の性状（病原

性、感染性、薬剤感受性等）等が確認できるまでの間は水際対策を強化し、病原体の性状

（病原性、感染性、薬剤感受性等）や国内外の感染状況等を踏まえて対策の強度が切り替え

られることから、常に最新の情報を入手し、関係機関と共有するとともに、県民等に分かり

やすく周知する。 

  


